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細則第 １  基準 第９ 条 （建物 の移 転料 ）は 、 次によ り処 理す る。  

１．建 物の 移転 工法 の 認定に 当た って は、 当 該建物 が移 転後 にお い ても従 前の 価値 及び 機

能を失 わな いよ う、 仮 換地の 規模 及び 形状 、 建物の 形態 、構 造及 び 用途並 びに 仮換 地及

び建物 のそ の他 の条 件 を考慮 して 、通 常妥 当 と認め られ る移 転工 法 を認定 する もの とす

る。  

２．建 物の 移転 工法 及 びその 認定 方法 は、 次 のとお りと する 。た だ し、必 要に 応じ て２ 以

上の工 法を 併用 する こ とがで きる もの とす る 。  

（一）  曳 家工 法  

  建 物 を 解 体 し な い で 仮 換 地 に 曳 行 す る 工 法 を い い 、 従 前 の 土 地 と 仮 換 地 と の 間 に

障害物 又は 著し い高 低 差のな い場 合等 に適 用 する。  

（二）  再 築工 法  

  仮 換 地 に 従 前 の 建 物 と 同 種 同 等 の 建 物 を 再 築 す る 工 法 を い い 、 従 前 の 土 地 と 仮 換

地 と の 間 に 障 害 物 又 は 著 し い 高 低 差 等 が あ り 、 曳 家 工 法 に よ る こ と が 極 め て 困 難 と

認めら れる 場合 に適 用 する。  

（三）  改 造工 法  

  建 物 の 内 部 の 間 取 り 等 構 造 を 一 部 改 造 す る 工 法 を い い 、 建 物 の 一 部 除 却 、 道 路 位

置 の 変 更 等 に 伴 い 、 従 前 の 機 能 を 回 復 す る た め の 改 造 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 に 適

用する 。  

（四）  除 却工 法  

  建 物 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り こ わ す 工 法 を い い 、 建 物 を 仮 換 地 に 移 転 す る 必 要 が な

いと認 めら れる 場合 に 適用す る。  

（五）  復 元工 法  

  従 前 の 建 物 を 解 体 し 、 仮 換 地 に 従 前 ど お り 再 築 す る 工 法 を い い 、 文 化 財 保 護 法 等

に よ り 指 定 さ れ た 建 物 で 、 建 物 を 原 形 で 復 元 す る こ と が 妥 当 と 認 め ら れ る 場 合 に 適

用する 。  

３．建 物の 移転 工法 別 の移転 料は 、次 に掲 げ る式に より 算定 した 額 とする 。  

（一）  曳 家工 法  

  曳 家工 事費 ＋補 修 工事費 （補 足材 料を 含 む。）  

（二）  再 築工 法  

  建 物の 現在 価格 ＋ 運用益 損失 額＋ 取り こ わし工 事費 －発 生材 価 額  

  な お 、 運 用 益 損 失 額 と は 、 建 物 を 建 築 す る 際 、 現 在 価 額 を 超 え て 新 た な 出 資 を 強

いら れる 費用 につ き、 本来 であ れば 、耐 用年 数満 了時 まで の間 運用 し、 利益 を得 る

こと がで きた はず の額 をい う。 また 、建 物の 現在 価額 と運 用益 損失 額の 合計 は、 建

物の 推定 再建 築費 に再 築補 償率 を乗 じて 得た 額を 基準 とし 、再 築補 償率 の適 用に 当

たって は、 以下 の式 に よるも のと する 。  

再築補 償率 ＝（ 1－ 0.8×n／ N＋ α）+（ 0.8×n／ N－α）×｛ 1－ 1／（ 1＋ r）^(N－ n＋ N×α )｝  

備考  ｎ、 Ｎ、 α及 び ｒは、 それ ぞれ 次の 数 値を表 すも のと する 。  

   ｎ： 従前 建物 の 経過年 数  

   Ｎ： 従前 建物 の 標準耐 用年 数（ 用対 連 基準細 則第 １５ 別表 第 ３）  

   α： 価値 補正 率  

     従前 の建 物 が木造 建物 であ る場 合 におけ る柱 の寸 法及 び 屋根、内 壁、外 壁、柱 、

土台等 の補 修の 状況 を 考慮し た従 前の 建物 の 価格の 補正 率。 別表 （ 用対連 基準 細

則第１ ５別 表第 １１ ） の各項 目補 正率 表に 掲 げる補 正率 の範 囲内 で 定めた 補正 項

目ごと の補 正率 を合 計 して算 定す るこ とと し 、30 パー セン トを 超える ことが でき

ないも のと する 。た だ し、算 定し た値 が実 態 に適合 しな いと 認め ら れると きは 、
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一級建 築士 等の 意見 を 聴 取し 、又 はそ の他 適 切な方 法に より 定め る ものと する 。  

なお、 従前 の建 物が 非 木造建 物で ある 場合 に おいて は零 とす る。  

   ｒ： 年利 率  

 （三 ）  改造 工法  

    切 取工 事費 ＋ 切取面 補修 工事 費（補 足材費 を含 む 。以 下同 じ。）＋残 存部 の一 部改

増築費 （補 足材 費を 含 む。） －発 生材 価額  

 （四 ）  除却 工法  

   一  建物 の一 部 を切取 る場 合  

    切 取部 分の 現 在価額 ＋切 取工 事費 ＋ 切取面 補修 工事 費－ 発 生材価 額     

二  建 物を 再現 する 必 要がな いと 認め られ る 場合  

      建 物の 現 在価額 ＋取 こわ し工 事 費－発 生材 価額  

※ 建 物 の現 在 価 格 ＝ 推 定 再 建 築費 ×現 価 率 （ 損 失 補 償算 定 標 準 書  基 準 要 領編

（建物 ・工 作物 ）現 価 率表を 参照 ）  

 （五 ）  復元 工法  

    解 体工 事費 ＋ 運搬費 ＋復 元工 事費 （ 補足材 費を 含む 。） －発 生材価 額  

４． 借家 人が 付加 した 造作又 は増 築部 分で あ って建 物の 本体 及び 構 成部分 とし て建 物に

附 合す る も のに 係 る 移 転 料は 、 建 物所 有 者 に 支 払う も の とす る 。 た だ し、 当 該 移転 料

の 全部 ま た は一 部 を 借 家 人に 支 払 うこ と に つ き 建物 所 有 者の 同 意 が あ る場 合 に は、 借

家人に 支払 うこ とが で きるも のと する 。  

５．同 条第 ２項 ただ し 書きの 補償 は、 次に よ る。  

（一 ） 法令 には 、施設 の改善 につ いて 制限 を 課して いる 条例 及び 要 綱等の 行政 指導（ 成

文化さ れ、 かつ 、公 表 されて いる もの に限 る。）を含 むも のと する 。  

（二）  法 令の 規定 に 基づき 改善 を必 要と す る時期 とは 、法 令の 規 定に基 づき 改善 の時

期が明 らか であ る場 合 を除き 、原則 とし て、既 設の施 設の 耐用 年数 満 了時と する 。  

（三）  補 償額 は、 次 式によ り算 定す るも の とする 。  

    Ｓ×｛ 1－ 1／ （ 1＋ r） ^n｝  

  Ｓ  既 設の 施設 を 法令の 規定 に適 合さ せ るため に必 要と なる 最 低限の 改善 費用 、既 設

の施設 の構 造変 更を 伴 う場合 にあ って は既 設 の施 設 と同 等の 機能 を 有する 施設 の推

定建築 費か ら既 設の 施 設の推 定再 建築 費を 控 除した 額を 、設 備の 新 増設を 伴う 場合

にあっ ては 設備 の推 定 設置費 から 既設 の設 備 の推定 設置 費を 控除 し た額を 、施 設の

面積が 増加 する こと と なる場 合に あっ ては 当 該増加 する 面積 に既 設 の施設 の推 定再

建築費 の単 価を 乗じ て 得た額 を、 標準 とす る ものと する 。  

  ｒ  年 利率  

  ｎ  施 設の 移転 の 時から 法令 の規 定に 基 づき改 善を 必要 とす る 時期ま での 期間 (年 ) 

 

細則第 ２  基準 第 10 条 （工作 物の 移転 料） は 、次に より 処理 する 。  

１．工 作物 の移 転料 につ いては 、次 によ るほ か建 物の移 転料 の算 定方 法 に準じ て算 定す る。  

（一 ） 移転 して も従 前 の機能 を確 保す るこ と が可能 な工 作物 につ い ては 、原 則と して、

建物の 復元 工法 に準 じ て算定 する もの とす る 。  

（ 二 ）  建 物 に 付 随 す る 工 作 物 （ 大 規 模 な 工 作 物 を 除 く 。） に つ い て は 、 原 則 と し て 、

建物の 移転 料と して 算 定する もの とす る。  

（ 三 ）  特 殊 な 庭 園 （ 樹 木 、 竹 、 灌 木 、 花 卉 、 芝 生 、 花 壇 、 庭 石 、 燈 籠 、 池 泉 、 流 水 、

生垣 等を 構成 要素 とし て、 これ に造 園技 術を 加え 、建 物と 一体 とな って 総合 的美

的景観 が作 られ てい る ものを いう 。）につ いて は、庭園 の構 成物 件の 移 転料の ほか 、

現在の 美的 景観 を形 成 するた めに 要す る造 園 費を加 算で きる もの と する。  
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２．同 条２ 項た だし 書 きの補 償は 、次 によ る 。  

（一 ） 法令 には 、施設 の改善 につ いて 制限 を 課して いる 条例 及び 要 綱等の 行政 指導（ 成

文化さ れ、 かつ 、公 表 されて いる もの に限 る。）を含 むも のと する 。  

（二）  法 令の 規定 に 基づき 改善 を必 要 と す る時期 とは 、法 令の 規 定に基 づき 改善 の時

期が明 らか であ る場 合 を除き 原則 とし て、 既 設の施 設の 耐用 年数 満 了時と する 。  

なお 、 工 作物 の 耐用 年 数は 、 減 価償 却 資産 の 耐用 年 数 表を 参 考と す るも の とす

る。  

（三）  補 償額 は、 次 式によ り算 定す るも の とする 。  

     Ｓ×｛ 1－ 1／（ 1＋ r） ^n｝  

  Ｓ  既 設の 施設 を 法令の 規定 に適 合さ せ るため に必 要と なる 最 低限の 改善 費用 。既 設

の施設 の構 造変 更を 伴 う場合 にあ って は既 設 の施設 と同 等の 機能 を 有する 施設 の推

定建築 費か ら既 設の 施 設の推 定再 建築 費を 控 除した 額を 、設 備の 新 増設を 伴う 場合

にあっ ては 設備 の推 定 設置費 から 既設 の設 備 の推定 設置 費を 控除 し た額を 、施 設の

面積が 増加 する こと と なる場 合に あっ ては 当 該増加 する 面積 に既 設 の施設 の推 定再

建築費 の単 価を 乗じ て 得た額 を、 それ ぞれ 標 準とす るも のと する 。  

  ｒ  年 利率  

  ｎ  施 設の 移転 の 時から 法令 の規 定に 基 づき改 善を 必要 とす る 時期ま での 期間 (年 ) 

 

細則第 ３  基準 第 11 条 （立竹 木の 移転 料） は 、次に より 処理 する 。  

１．立 竹木 を移 植す る ことが 相当 であ ると 認 められ ると きは 、次 の 各号に 定め ると ころ  

により 算定 した 額を 補 償する もの とす る。  

（一）  移 植に 通常 必 要とす る費 用  

掘起 し、 運搬 、 植付 け 、根 廻し 、風 除 け、 養 生等 の労 働費 、 材料 費 及び 雑費 の合

計額  

 （二 ）  枯損 等に よ り通常 生ず る損 失の 額  

    立 竹木 の正 常 な取引 価格 に枯 損補 償 系数を 乗じ て得 た額  

 （三 ）  収穫 樹の 移 植に伴 う減 収に よる 損 失の額  

    移 植後 の各 年 におけ る推 定減 収額 の 前価合 計額  

２．立竹 木を 伐採 する ことが 相当 であ ると 認 められ ると きは 、当該 立竹木 の正 常な 取引 価

格 と 伐 採 除 却 に 要 す る 費 用 相 当 額 と の 合 計 額 か ら 伐 採 に よ り 発 生 し た 材 料 の 価 格 を 控

除した 額を 補償 する も のとす る。  

 

細則第 ４  基準 第 12 条 （動産 の移 転料 ）は 、 次によ り処 理す る。  

１．動 産移 転料 を補 償 する動 産は 、こ れを 屋 内動産 と一 般動 産に 区 分する 。  

（一）  屋 内動 産と は 、居住 用家 財、 店頭 商 品、事 務用 什器 その 他 の動産 で普 通引 越荷 物

として 取扱 うこ とが 適 当なも のを いう 。  

（二）  一 般動 産と は 、木材 、薪 炭、 石炭 、 砂利、 石材 、鉄 鋼、 据 え付け をし てい ない 機

械器 具、 金庫 その 他の 動産 で容 積及 び重 量で 台数 積算 を行 うこ とが 適当 なも のを い

う。  

２．動 産の 移転 料は 、 次に掲 げる 式に より 算 定した 額と する 。  

１台当 り標 準移 転費×所要台 数 ×移 転回 数  

３．屋 内動 産の 移転 料 は、建 物の 占有 面積 及 びその 収容 状況 を調 査 し、地 域に おけ る標 準

的な一 般貨 物自 動車 の 運賃に より 算定 する 。  

４．一般 動産 の移転 料は 、品 目、形状 、容 積、重 量その 他台 数算 出上 必 要な事 項を 調査 し、

地域に おけ る標 準的 な 一般貨 物自 動車 の運 賃 により 算定 する 。  
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５．前 ２項 の場 合に お いて、 取扱 いの 困難 な 動産に つい ては 、そ の 実情に 応じ て梱 包、 積

上げ及 び積 卸し 人夫 費 、易損 品割 増料 その 他 必要と 認め る特 殊経 費 を加算 する こと がで

きる。  

 

細則第 ５  基準 第 13 条 （仮住 居等 の使 用に 要 する費 用） は、 次に よ り処理 する 。  

１．同 条第 １項 の補 償 額は、 仮住 居建 物の 権 利金等 の一 時金 相当 額 と家賃 相当 額と の合 計

額とす る。  

（一）   仮 住居 建物 の 権利金 等の 一時 金相 当 額は当 該地 域に おけ る 借家等 の際 に要 する 権

利金 等の 一時 金の 額を 考慮 して 定め るも のと する 。た だし 、当 該地 域に おい て権 利

金等の 一時 金を 支払 う 慣行の ない 場合 は、 補 償しな いも のと する 。  

（二）   家 賃相 当額 は 、次式 によ り算 定し た 額とす る。  

   一  自家 自用 の 場合  

     標準 家賃 （ 月額）× 仮住 居補 償期 間（月 ）  

   二  借家 の場 合  

     （標 準家 賃 （月額 ）－ 現在 家賃 （ 月額））×  仮 住居 補償 期間（ 月）  

   三  一及 び二 に おける 標準 家賃 は、 当 該地域 にお ける 同種 の 賃貸事 例の 家賃 から 比

準して 算定 した 額を 基 準とし て定 める もの と する。  

   四  一及 び二 に おける 仮住 居補 償期 間 は、別 に定 める 標準 移 転工期 （別 表１ ）に 準

備期間 （前 後合 計１ ヶ 月）を 加え 、適 正に 定 めた期 間と する 。  

   五  中断 移転 の 場合は 、四 に定 める 期 間に移 転等 から 使用 収 益開始 まで の期 間を 加

え、適 正に 定め た期 間 とする 。  

２．中 断移 転の 場合 の 仮住居 等の 使用 に要 す る費用 の補 償は 、当 該 仮 住居 に係 る契 約の 更

新に伴 い必 要と なる と 認めら れる 一時 金相 当 額を補 償す るも のと す る。  

３．同 条第 ２項 の補 償 金は、 以下 のと おり と するも のと する 。  

（一）  既 設の 倉庫 に 保管す るこ とが 適当 と 認めら れる とき は、 普 通倉庫 保管 料及 び普 通

倉庫荷 役料 によ り算 定 した額 とす る。  

（二）  補 償期 間は １ 項２号 四の 仮住 居補 償 期間を 準用 する 。  

 

別表１  標準移転工期表  

名  称  標  準  工  期  

再  築  工  法  ４ヶ月  

曳  家  工  法  ２ヶ月  

改  造  工  法  それぞ れの 構造 、規 模の 応じた 工事 期間 。 

除  却  工  法  〃  

復  元  工  法  〃  

注）①上 記の 標準 工期 は木造 の延 面積 １０ ０ ㎡前後 の一 般住 宅及 び

併用住 宅を 標準 とし た 純工期 であ る。よ って 、規模・程 度に

よって 適宜 補正 する も のとす る。  

      ② 上記 の標 準工期 は純 工期 であ り 、前後 の準 備期 間を 加 えるこ とが

できる もの とす る。  

 

細則第 ６  基準 第 14 条 （家賃 減収 補償 ）は 、 次によ り処 理す る。  

  同 条の 補償 額は 、 次式に より 算定 する も のとす る。  

  従 前 の 建 物 の 家 賃  （ 月 額 ） ×（ １ － α） ×補 償 期 間 （ 月 ） ＋得 ら れ る こ と が 見 込ま

れる更 新料 相当 額  
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   α    ：管 理 費及び 修繕 費相 当額 を 考慮し 、 0.1 の範 囲内 で 適正に 定め た率  

   補償 期間 ：基 準 第１３ 条の 細則 第５ の 仮住居 補償 期間 に準 じ て定め た期 間と する 。

この場 合に おい て基 準 第 １５ 条の 借家 人に 対 する補 償を 行う 場合 は 、借

家人の 入退 去の 準備 に 要する 期間 （原 則と し て各１ ヶ月 ）を 加え る こと

ができ るも のと する 。  

なお、やむ を得 ない 事 由によ り、建物 所有 者 との建 物移 転補 償契 約 以前

に借家 人が 移転 する こ とによ り、建物 所有 者 が家賃 を得 るこ とが で きない

場合は 、相 当と 認め ら れる期 間を 加え るこ と ができ るも のと する 。この場

合、あ らた に借 家人 を 入居さ せな い旨 の確 約 を得て おく もの とす る 。  

 

細則第 ７  基準 第 15 条 （借家 人に 対す る補 償 ）は、 次に より 処理 す る。  

１．賃 借り を継 続す る ことが 困難 とな ると 認 められ ると きは 、次 の 場合と する 。  

（一）  従 前の 土地 に ついて 換地 を定 めな い ことと した ため 、当 該 建物を 除却 する 必要 が

あると き  

（二）  当 該建 物の 一 部を除 却す る必 要が あ る場合 にお いて 、当 該 除却部 分が 賃借 りの 対

象とな って いる とき  

（三）  (一 )及 び (二 )の他、 賃借 りの 継続 が 客観的 にみ て困 難で あ ると認 めら れる とき   

２．同 条第 １項 の補 償 額は、 次式 によ り算 定 するも のと する 。  

（一）  賃 貸借 契約 に おいて 借家 人に 返還 さ れない こと と約 定さ れ ている 一時 金  

    （ 標準 家賃 （ 月額）× 補償 月数 ）  

    標 準家 賃   従 前の賃 貸建 物に 照応 す る建物（従 前の 建物 が狭 小なた め当 該地 域に

照 応 す る 建 物 が な い と 認 め ら れ る 場 合 は 当 該 地 域 に 存 在 す る 借 家 事

例を勘 案の 値 、20 パ ー セント の範 囲内 で借 家 面積を 補正 した 建物 と す

ること がで きる もの と する。 この 場合 にお い て、借 家人 が高 齢で あ る

等 の 事 情 が あ る た め 生 活 圏 が 限 定 さ れ 当 該 生 活 圏 外 へ の 転 居 が 著 し

く困難 とみ とめ られ る ときは 、当 該生 活圏 に おいて 、従 前の 居住 を 継

続 す る の に 社 会 通 念 上 相 当 と 認 め ら れ る 規 模 の 建 物 （ 借 家 面 積 を 40

パ ー セ ン ト 増 加 補 正 し た 建 物 を 限 定 と す る 。） と す る こ と が で き る も

の と す る 。 以 下 同 じ 。） の 当 該 地 域 に お け る 賃 貸 事 例 な ど に お い て 標

準的と 認め られ る月 額 賃貸料 とす る。  

    補 償 月 数   従 前 の 賃 借 建 物 に 照 応 す る 建 物 の 当 該 地 域 に お け る 賃 借 事 例 等 に お

いて標 準的 と認 めら れ る一時 金の 月数 とす る 。  

（二）  賃 貸借 契約 に おいて 借家 人に 返還 さ れるこ とと 約定 され て いる一 時金  

（ 標 準 家 賃 （ 月 額 ） ×補 償 月 数 － 従 前 貸 主 か ら の 返 還 見 込 額 ×（ 1＋ r） ^n－ 1／   

（ 1＋ r） ^n 

    標 準家 賃及 び 補償月 数は (一 )に定 め るとお りと する 。  

    従 前貸 主か ら の返還 見込 額  現賃 借 時に支 払わ れた 一時 金 の額の うち 建物 の移 転

に よ る 契 約 終 了 に 伴 い 貸 主 か ら 借 家 人 に 契 約 終 了 時 に お い て 修 繕 費

等 原 状 回 復 に 要 す る 費 用 又 は 従 前 借 家 人 の 債 務 不 履 行 が 存 在 す る 場

合にお いて 、そ れら に ついて 従前 貸主 が従 前 借家人 に返 還し ない こ と

となる 金額 は返 還見 込 額に含 める もの とす る 。  

    ｒ  年 利率  

    ｎ  賃 借期 間  従前 の賃 借建 物に お いて賃 借り を継 続し た であろ うと 認め られ る

期間で あっ て、 10 年を 標準と する 。  

３．同 条第 ２項 の補 償 額は、 次式 によ り算 定 した額 とす る。  



 

 6 

   （標 準家 賃（ 月 額）－ 現在 家賃 （月 額））×  １２  × 補 償年 数  

    標 準家 賃  従 前の賃 借建 物に 照応 す る建物 の当 該地 域に お ける新 規賃 借時 例に お

いて標 準的 と認 めら れ る月額 賃借 料と する 。  

     補償 年数  別に定 める 家賃 差補 償 年数表（ 別表 ２ ）の 区 分によ る範 囲内 で定 め る

ものと する 。  

         た だし、 これ によ り難 し い特段 の事 情が ある と 認 めら れる とき は、 各

区分の 補償 年数 を１ 年 の範囲 で補 正す るこ と ができ るも のと する 。  

 

別表２  家賃差補償年数表  

従前の 建物 との 家賃 差  年数  

3.0 倍超  ４年  

2.0 倍超 3.0 倍以 下  ３年  

2.0 倍以 下  ２年  

 

 

細則第 ８  基準 第 16 条 （改葬 の補 償） は、 次 により 処理 する 。  

１．墳 墓の 改葬 の補 償 額は、 次の 各号 に掲 げ る費用 の合 計額 とす る 。この 場合 にお いて 、

墳墓の 改葬 の方 法等 に ついて は、 当該 地方 の 慣行に よる もの とす る 。  

（ 一 ）  遺 体 又 は 遺 骨 の 移 転 に つ い て は 、 土 葬 、 火 葬 の 別 に よ り 堀 上 げ 、 埋 戻 し 、 運 搬 及

び埋葬 に要 する 費用  

（ 二 ）  墓 碑 類 の 移 転 に つ い て は 、 構 造 及 び 形 状 に よ り 通 常 妥 当 と 認 め ら れ る 工 法 に 基 づ

き、こ れを 移転 及び 補 償に要 する 費用  

（三）  柵 垣に つい て は、移 転並 びに 補修 に 要する 費用  

２．無 縁と して 取扱 う 墳墓の 移転 につ いて は 、特別 の事 情の ない 限 り、前 項に 準じ その 墓

地の所 有者 又は 管理 者 に補償 する もの とす る 。な お、所有 者が 確認 で きない 場合 は、「墓

地 、 埋 葬 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 ５ 月 ３ １ 日 法 律 第 ４ ８ 号 ）」 及 び 「 墓 地 、 埋 葬 等

に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ３ 年 ７ 月 １ ３ 日 厚 生 省 令 第 ２ ４ 号 ）」 に よ る 手 続 き を 要

する。  

 

細則第 ９   基 準第 17 条（祭 し料 ）は 、次 に より処 理す る。  

１．祭 し料 は、 神社 、 仏閣、 教会 、墓 地等 の 宗教上 の施 設の 種類 、 格式及 び移 転規 模等 並

びに移 転等 に際 して 行 われる 諸制 式、 宗派 及 び当該 地方 の慣 行等 を 考慮し 、解 体式 、竣

工式等 に要 する 費用 を 適正に 算定 する もの と する。  

２．個 々の 墳墓 の改 葬 に伴う 弔祭 料は 、読 経 供養費 、供 花供 物費 そ の他通 常必 要と する 費  

用を適 正に 算定 する も のとす る。  

３．宗 教上 の施 設で あ っても 、 神 官、 僧侶 、 牧師等 が専 ら居 住の 用 に供し てい る建 物を 移

転し 、又 は除 却す る場 合 は通常 の移 転等 とし て 取扱い 、祭し 料は 補償 し ないも のと する。 

 

細則第 10 基準第 18 条 （移転 雑費 ）は 、次 に より処 理す る。  

１．同 条第 １項 の補 償 は次に よる 。  

（一）  仮 住居 等の 選 定に要 する 費用 とは 、 宅地建 物取 引業 者に 依 頼して 選定 する こと が

適当 であ ると 認め られ ると きは 、委 託報 酬相 当額 及び 選定 に要 する 交通 費等 とし 、

建物 等の 所有 者及 び占 有者 が自 ら選 定す る場 合は 、選 定に 要す る交 通費 及び 日当 等

とする 。  

（二）  法 令上 の手 続 きに要 する 費用 とは 、 建物の 確認 申請 、建 物 登記等 に要 する 費用 と
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する。  

（三）  転 居通 知費 、 移転旅 費そ の他 の雑 費 は、移 転し 、又 は除 却 する建 物等 の用 途、 移

転等の 規模 及び 世帯 の 構成等 を考 慮し て適 正 に定め た費 用と する 。  

２．同 条第 ２項 の補 償 は次に よる 。  

（一）  建 物等 の所 有 者及び 占有 者が 就業 で きない とき とは 、こ れ らの者 が仮 住居 等の 選

定、 移転 前後 の動 産の 整理 、移 住、 法令 上の 手続 、移 転工 事監 督そ の他 の事 由の た

め就業 でき なく なる 場 合をい う。  

（二）  就 業で きな い ことに より 生ず る損 失 額は、 就業 不能 日数 に 当該地 域に おけ る平 均

労働 賃金 を乗 じて 得た 額を 参考 とし て算 定す る。 この 場合 にお いて 、就 業不 能日 数

は、建 物等 の種 類、 構 造及び 移転 工法 等に 応 じて適 正に 定め た日 数 とする 。  

３．中 断移 転の 場合 は 、前各 項の 他、 就業 不 能日数 は適 正に 定め た 日数と する 。  

 

細則第 11 基準第 19 条 （営業 休止 の補 償） は 、次に より 処理 する 。  

１．同 条第 １項 の補 償 につい ては 、次 に よ る 。  

（一）  通 常休 業を 必 要とす る期 間は 、各 移 転工法 別の 建物 等の 工 事期間 に前 後の 準備 期

間を 加え た期 間を 標準 とし 、借 家人 が移 転す る場 合又 は建 物の 移転 が構 外再 築工 法

によ る場 合は 、そ の規 模、 業種 設備 等の 移転 期間 及び 準備 期間 等を 考慮 し、 ２ ヶ 月

の範 囲内 で相 当と 認め る期 間と する 。た だし 、特 殊な 工作 機械 等が あり 、そ の移 転

に相 当期 間を 要す る場 合は 、そ の実 情に 応じ て定 める もの とす る。 なお 、中 断移 転

の場合 は 、移 転等 から 使 用収益 開始 日ま での 期 間を加 え 、適 正に 定め た 期間と する 。  

（二）  固 定的 な経 費 の補償 は、 それ ぞれ 次 の各号 に掲 げる とお り とする 。  

  一  公 租公 課  

     固 定 資産 税 、都 市 計 画税 、 自動 車 税等 を 対 象と し て補 償 し、 営 業 収益 又 は所 得 に

応じて 課税 され る法 人 税、事 業税、所得 税、及 び印紙 税、登録 免許税 等 は除外 する 。  

   二  電気 、ガ ス 、水道 、電 話等 の基 本 料金  

     電 気 、ガ ス 、水 道 の 基本 料 金は 、 実情 に 応 じて 適 正に 定 めた 額 を 、電 話 につ い て

は、局 預け 基本 料金 を それぞ れ補 償す る。  

   三  営業 用資 産 （建物 、機 械等 ）の 減 価償却 費及 び維 持管 理 費  

     直 接 移転 の 対象 と な る建 物 を除 き 、休 業 期 間中 の 営業 用 資産 （ 機 械等 及 び移 転 の

対象 とな らな い建 物） の陳 腐化 によ る減 価償 却相 当額 及び 維持 管理 費相 当額 の合 計

額と して 、そ れら の資 産が 休業 期間 中稼 働し てい るも のと して 算定 した 減価 償却 費

の範囲 内で 適当 と認 め られる 額を 補償 する 。  

   四  借入 地地 代 、借家 家賃 、機 械器 具 使用料 及び 借入 資本 利 子  

     休 業 の全 期 間に つ い て補 償 する 必 要は な く 、営 業 の内 容 を調 査 し て算 定 した 必 要

最低限 の額 を補 償す る 。  

   五  従業 員の た めの法 定福 利費  

     従 業 員の た めの 健 康 保険 料 、厚 生 年金 保 険 料、 労 災保 険 料、 雇 用 保険 料 等の 社 会

保険料 のう ち、 雇主 の 負担と なる 額を 補償 す る。  

   六  従業 員の た めの福 利厚 生費  

     従業 員の た めの厚 生施 設費 等の う ち、雇 主の 負担 とな る 額を補 償す る。  

   七  その 他の 固 定経費  

     従 業 員の た めの 賞 与 、同 業 組合 費 、火 災 保 険料 、 宣伝 広 告費 等 に つい て 適正 に 算

定した 額を 補償 する 。  

 （ 三）  従 業員 に対 する休 業手 当相 当額 は 、そ の休 業期 間に 対応 する平 均賃 金 100 分の 80

を標準 とし て当 該平 均 賃金の 100 分 の 60 か ら 100 分の 100 ま での 範囲 内で適 正に 定
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めた 額と する 。た だし 、次 の各 号に 掲げ る場 合に は、 減額 し、 又は 補償 しな いも の

とする 。  

   一  同一 経営 者 に属す る営 業所 が他 に あり、 そこ で従 事で き るとき  

   二  営業 所の 休 止に関 係な く、 外業 に 従事で きる とき  

   三  従業 員が 一 時限り の臨 時に 雇用 さ れてい ると き  

   四  家 族 従業 員 であ っ て 、そ の 賃金 を 自家 労 働 評価 額 とし て 必要 経 費 から 除 外し た と

き  

 （ 四 ）  休 業 期間 中 の収 益 減 又は 所 得減 の 補償 額 は 、休 業 期間 中 、当 該 営 業所 に より 得 ら

れる 予想 収益 （又 は所 得） 相当 額と する 。た だし 、セ ール スマ ン等 によ り営 業の 一

部を 継続 でき る場 合に は、 それ によ る予 想収 益（ 又は 所得 ）相 当額 を控 除す るも の

とする 。  

 （五 ） 一時 的に 得意 を喪失 する こと によ っ て通常 生ず る損 失額 は、次式に より 算定 する 。  

     得意 先喪 失 補償額 ＝従 前の １ ヶ 月 の売上 高×売 上減 少率×限界利 益率  

     売上 減少 率 ：売上 高の 減少 額に 対 する従 前の １ ヶ 月の 売 上高 を 100 とし たとき の

率をい い 、公 共用 地取 得 に伴う 損失 基準 細則 別 表第８（ 売上 減少 率表）

による 。  

     限界 利益 率：個々の 営業 実態 、営業 実 績等に 基づ き次 式に よ り算出 する 。ただ し、

個々 の企 業ご とに 限界 利益 率を 算出 する こと が困 難な 場合 は「 中小 企

業の原 価指 標」（ 中小企 業庁）の付表「業 種別損 益分 岐 点関 係計 数表 」

に掲げ る計 数に よる こ とがで きる もの とす る 。  

（固定 費＋ 利益 ）÷売 上高  

２．同 条第 ２項 の補 償 につい ては 、次 によ る 。  

（一 ）  仮営 業所 を設 置し て営 業を 継続 する こと が必 要か つ相 当で ある と認 めら れる とき

は、次 の各 号に 掲げ る 場合と する 。  

  一  銀行 、郵 便局 等公 益性 の強 い事 業で 、そ の営 業活 動を 休止 させ るこ とが 社会 的に

みて妥 当で ない とき  

  二  仮営 業所 を設 置す る場 所が 存す ると 見込 まれ 、か つ、 同条 第２ 項に よる 補償 額が

同条第 １項 によ る補 償 相当額 以下 であ ると き  

   三  急施 を要 する 工事 等の ため 、又 は長 期間 休止 する と認 めら れる 場合 で、 とり あえ

ず仮移 転を させ る必 要 がある とき  

（二）  仮 営業 所の 設 置の費 用は 、営 業を 継 続する ため に通 常必 要 とする 規模 及び 設備 を

有す る仮 営業 所を 設置 する ため に要 する 費用 で、 仮設 組立 建物 等の 資材 をリ ース す

る方 法建 物等 を借 家す る方 法又 は仮 設建 物等 を建 築す る方 法の うち から 業種 、建 物

の規模 、地 域の 状況 等 により 通常 妥当 なも の として 認定 した 方法 に 従い、基準第 13

条（ 仮住 居等 の使 用に 要す る費 用） に準 じて 算定 する 費用 とす る。 この 場合 にお い

て、 営業 所の 部分 と住 居の 部分 を分 離で きな いと きは 当該 住居 の部 分を 設置 する た

めに要 する 費用 を含 め ること がで きる もの と する。  

     （ 三）  仮営 業 所を 設置 する 場合 に お ける 同条 第１ 項第 四 号 の店 舗等 の移 転に 伴い 生ずる

損失 は、 仮営 業所 への 移転 及び 再築 建物 等へ のい ずれ につ いて も補 償す るも のと す

る。  

 

細則第 12 基準第 20 条 （営業 規模 縮小 の補 償 ）は、 次に より 処理 す る。  

１．営 業用 建物 等の 移 転等に より 、営 業規 模 の縮小 があ り、 経営 効 率が低 下す ると 認め ら

れると きと は、 縮小 に 伴う一 商品 当た りの 販 売経費 の増 加、 単位 生 産物当 たり の生 産費

等の増 加及 び販 売高 の 減少に 伴う 企業 者報 酬 の低下 が明 らか に生 ず る場合 とす る。  
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２．同 条第 １項 第一 号 の補償 額は 、規 模を 縮 小する こと によ って 不 要とな る固 定資 産が 生

ずる場 合及 び従 業員 を 一部解 雇せ ざる を得 な いと認 めら れる 場合 に は、そ れぞ れ 細 則第

13 の３ 及び ４の 規定に より算 定す るも のと す る。  

３．同 条第 １項 第二 号 の補償 額は 、従 前の 営 業内容 及び 規模 縮小 の 程度等 を勘 案し て縮 小

部分に 相当 する 従前 の 収益又 は所 得相 当額 の ２年分 以内 で適 当と 認 める額 とす る。  

 

細則第 13 基準第 21 条 （営業 廃止 の補 償） は 、次に より 処理 する 。  

１．通 常営 業の 継続 が 不能と なる と認 めら れ るとき には 、次 の場 合 とする 。  

（一）  法 令等 によ り 営業場 所が 限定 され 、 又は制 限さ れる 業種 に 係る営 業所 等  

（二）  特 定地 に密 着 した有 名店  

（三）  公 有水 面の 占 有を必 要と する 業種 そ の他の 物理 的条 件に よ り営業 場所 が限 定さ れ

る業種 に係 る営 業所 等  

（四）  騒 音、 振動 、 臭気等 を伴 う業 種そ の 他の社 会的 条件 に営 業 場所が 限定 され る業 種

に係る 営業 所  

（五）  生 活共 同体 を 営業基 盤と する 店舗 等 であっ て、 当該 生活 共 同体の 外に 移転 する こ

とによ り顧 客の 確保 が 特に困 難に なる と認 め られる もの  

２．営 業の権 利等 が資 産 とは独 立に 取引 され る 慣習が ある もの（ 以下「 営業権 等」と いう 。）

の価格 は、 正常 な取 引 価格に よる もの とし 、 正常な 取引 価格 は、 近 傍又は 同種 の営 業権

等の取 引価 格を 基準 と し、こ れら の権 利及 び 補償の 対象 とな る権 利 等につ いて 営業 の立

地条件 、収 益性 その 他 一般の 取引 にお ける 価 格形成 上の 諸要 素を 総 合的に 比較 考慮 して

算定す る。  

近傍 又は 同種 の営 業権 等の 取引 事例 がな い場 合に おい ては 、当 該営 業権 等の 正常 な取

引価格 は、 次式 によ り 算定し て得 た額 を標 準 とする 。  

   Ｒ／ ｒ  

Ｒ  年 間超 過収 益額：過去３ カ年 の平 均収 益 額から 年間 企業 者報 酬 額及び 自己 資

本利子 見積 額を 控除 し て得た 額。この 場合 に おける 自己 資本

利子見 積額 は、 自己 資 本相当 額に 年利 を乗 じ て得た 額  

    ｒ  年 利率 ： ８％  

３．資 産、 商品 、仕 掛 品等の 売却 損の 補償 に ついて は、 次に よる 。  

（一）  建 物、 機械 、 器具、 備品 等の 営業 用 固定資 産の 売却 損の 補 償額は 、そ の現 在価 格

から現 実に 売却 して 得 る価格 を控 除し て得 ら れる価 格と し 、現 在価 格 の 50％ を標 準

とす る。 ただ し、 これ らの 資産 が解 体処 分せ ざる を得 ない 状況 にあ ると き、 又は ス

クラ ップ とし ての 価値 しか ない とき は、 その とり こわ し処 分価 格と 現在 価格 との 差

額を補 償す るも のと す る。  

（二 ） 商品 、仕 掛品 、原材料 等の 営業 用流 動 資産の 売却 損の 補償 額 は、その 費用 価格（仕

入費 及び 加工 費等 ）か ら現 実に 売却 して 得る 価格 を控 除し て得 られ る価 格と し、 費

用価格 の 50％を 標準と する。  

４．解雇 予告 手当 相当 額 の補償 額は 、解雇 する こ ととな る従 業員 の平 均 賃金の 30 日分 以上

とする 。  

５．転 業に 通常 必要 と する期 間と は、 雇主 が 従来の 営業 を廃 止し て 新たな 営業 を開 始す る

ために 通常 必要 とす る 期間で あっ て、 ６ ヶ 月 ないし １年 とし 、こ の 期間の 休業 手当 相当

額は、 この 期間 に対 応 する平 均賃 金の 100 分 の 80 を標 準と して 100 分の 60 から 100 分

の 100 まで の範 囲内 で 適正に 定め た額 とす る 。  

６．転 業に 通常 必要 と する期 間中 の従 前の 収 益相当 額（ 個人 営業 の 場合に おい ては 、従 前

の所得 相当 額） とは 、 営業地 の地 理的 条件 、 営業の 内容 及び 被補 償 者の個 人的 事情 等を
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考慮し て、 従来 の営 業 収益（ 又は 営業 所得 ） の２年 （被 補償 者が 高 齢であ るこ と等 によ

り円滑 な転 業が 特に 困 難と認 めら れる 場合 に おいて は３ 年） 分の 範 囲内で 適正 に定 めた

額とす る。 この 場合 に おいて 、法 人営 業に お ける従 前の 収益 相当 額 及び個 人営 業に おけ

る従前 の所 得相 当額 は 、売上 高か ら必 要経 費 を控除 した 額と して 、 個人営 業の 場合 には

必要経 費中 に自 家労 働 の評価 額を 含ま ない も のとす る。 なお 、個 人 営業と 事実 上ほ とん

ど差異 のな い法 人営 業 につい ては 、個 人営 業 と同様 の所 得相 当額 を 基準と して 補償 でき

るもの とす る。  

 

細則第 14 基準第 22 条 （農業 休止 の補 償） は 、次に より 処理 する 。  

１．通 常営 業を 一時 休 止する 必要 があ ると 認 められ ると きは 、農 業 施設の 移転 等に 伴い 経

営地の 全部 又は 大部 分 が利用 でき ない 場合 に おいて 、農 業を 一時 休 止しな けれ ばな らな

いとき とす る。  

２．同 条第 一号 の固 定 的な経 費等 は、 次の 各 号に掲 げる もの とす る 。  

（一）  公 租公 課  

（二）  施 設の 減価 償 却費  

（三）  施 設の 維持 管 理費  

（四）  そ の他 細則第 13 第１項 第二 号に 定め る ところ に準 じて 必要 と 認めら れる 経費  

３．同 条第 ２号 の所 得 減は、 次式 によ り算 定 する。  

  （ 休止 前の 所得 相 当額） －（ 休止 後に お いても 得ら れる 予想 所 得相当 額）  

  所 得相 当額：農業 粗収入 から 農業 経営 費（時 価労 働の 評価 額を 含まな い。）を 控除 した

額  

  農 業粗 収入 ：過 去 ３年間 の平 均収 穫量 を 基準と し、 補償 時の 農 産物価 格に より 算定 す

る（畜 産及 び養 蚕に つ いても これ に準 じて 算 定する 。）。  

    農 業経 営費：種苗費 、肥 料費 、諸 材料 費、防除費 、水利費 、畜 力費 、建物 費 、農 具費、

雇用労 働費 、借 入資 本 利子、 地代、 公租 公課 、その 他の 経費 とし、 自家労

働の評 価額 及び 自己 資 本利子 見積 額は 経費 に 算入 し ない 。  

４．農業 休止 期間 が長 期にわ たる 場合 であ っ て、その 補償 額が 農業 廃止の 場合 の補 償額 を

超える とき は、 農業 廃 止の補 償額 とす る。  

 

細則第 15 基準第 23 条 （立毛 補償 ）は 、次 に より処 理す る。  

１．粗 収入 見込 額は 、 豊凶の 著し い年 を除 き 、当該 立毛 作物 の評 価 時前３ 年間 の平 均収 穫

量に当 該作 物の 生産 者 価格を 乗じ て得 た額 と 副産物 の価 格と の合 計 額とす る。  

２．農 業経 営費 は、 肥 料費、 諸材 料費 、防 除 費、建 物費 、農 具費 、 雇用労 働費 、自 家労 働

費、公 租公 課、 借入 資 本利子 及び その 他の 経 費とす る。  

３．同 条第 １項 の場 合 におい て、 当該 立毛 に 市場価 格が ある とき の 補償額 は、 第１ 項に よ

り 算 定 し た 額 か ら 当 該 立 毛 の 現 在 処 分 価 格 （ 生 産 者 価 格 と す る 。 以 下 同 じ 。） を 控 除 し

た額と し、 市場 価格 の 有無及 び現 在処 分価 格 につい ては 、千 葉県 農 林部等 で当 該地 方の

実状を 聴取 して 定め る ものと する 。  

４．同 条第 ２項 に掲 げ る補償 額は 、当 該土 地 につい てす でに 投下 し た種苗 費、 肥料 費、 耕

耘、整 地そ の他 の労 働 費（自 家労 働の 評価 額 を含む 。） 等の 経費 の合 計額と する 。  

 

細則第 16 基準第 24 条 （仮換 地の 指定 等に 伴 う補償 ）は 、次 によ り 処理す る。  

１．同 条の 補償 額は 、 従前の 土地 の利 用形 態 等に応 じ、 それ ぞれ 次 の各号 に定 める 額を 標

準とし て算 定す るも の とする 。  

 （一 ）  宅地  
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    当 該地 域に お ける土 地の 正常 な取 引 価格に ６％ （年 ）を 乗 じて得 た額 の範 囲内 で

当該地 域に おけ る地 代 又は借 賃の 取引 事例 を 参考と して 適正 に定 め た額  

    た だし 、賃 貸 借の実 績の ない 場合 に は当該 土地 の公 租公 課 相当額  

（二）  農 地  

    農 業形 態ご と の標準 農業 所得 を基 準 として 算定 した 額に 当 該土地 の公 租公 課相 当

額を加 えた 額  

（三）  山 林  

    山 林経 営に よ る標準 所得 を基 準と し て算定 した 額  

    た だし 、山 林 経営の 実績 のな い場 合 には当 該土 地の 公租 公 課相当 額  

（四）  雑 種地 等  

    利 用実 態等 を 勘案し 、 そ れに 応じ た 収益を 参考 とし て適 正 に定め た額 に当 該土 地

の公租 公課 相当 額を 加 えた額  

２．第 １項 第一 号に 掲 げる額 の算 定に おい て 、次の 各号 に規 定す る 面積は 算入 しな いも の

とする 。  

（一）  細 則第 ５第 １ 項に規 定す る仮 住居 の 使用に 要す る費 用の 補 償を行 う場 合で 、移

転する 建物 が自 家自 用 のとき の当 該建 物の 敷 地面積  

（二）  細 則第 ６に 規 定する 補償 を行 う場 合 におけ る移 転す る建 物 の敷地 面積  

 

細則第 17 基準第 25 条 （離職 者補 償） は、 次 により 処理 する  

１．同 条に より 補償 を 受ける 者は 、常 雇（ 雇 用期間 を特 に定 める こ となく 雇用 され る者 ）

並 び に 臨 時 雇 の う ち 雇 用 契 約 の 更 新 に よ り １ 年 を こ え る 期 間 に わ た り 実 質 的 に 継 続 し

て同一 事業 主に 雇用 さ れたも のと する 。  

２．同 条に よる 補償 額 は、次 式に より 算定 し た額を 基準 とす る。  

  賃 金日 額×補 償日 数－失 業給 付金 相当 額  

賃金日 数：算 定前 ６ ヶ 月以内 に被 補償 者に 支 払われ た賃 金（雇 用保 険法（昭和 49 年 法

律第 116 号 ）第 ４条 に 規定す る賃 金を いう 。）の総額 をそ の期 間の 総 日数で 除し て

得た額 の 100 分 の 80 を 標準と して 当該 額の 100 分の 60 から 100 分の 100 まで の

範囲内 で適 正に 定め た 額  

補償日 数：５ ５才 以上 の 常雇に つい ては １年 と し、臨時 雇及 び５ ５才 未 満の常 雇に つい

ては 、そ の者 の雇 用条 件、勤続 期間 、年 令 、当 該地域 にお ける 労働 力 の受給 関係 等

を考慮 して 、１ 年の 範 囲内で 適正 に定 めた 日 数 。  

失業給 付金 相当 額： 雇 用保険 受給 資格 者に つ いて、 受給 予定 額を 算 定する 。  

 

（土地 の使 用に 係わ る 補償）  

細則第 18 基準第 26 条 （土地 の使 用に 係わ る 補償） は次 によ り処 理 する。  

  宅 地、宅地 見込 地及 び農地 の場 合、当該 地域 におけ る土 地の 正常 な 取引価 格に ６％（年）

を乗じ て得 た額 の範 囲 内で、 当該 地域 にお け る地代 又は 賃借 の事 例 を参考 とし て適 正に

定めた 額  

  林 地及 びそ の他 の 土地の 場合  ５ ％（ 同 上）  

 

細則第 19 この 細則 に 特別の 定め があ る場 合 を除き 、年 利率 (ｒ )は 、公共 用地 の取 得に 伴

う損失 補償 基準 細則 （ 昭和３ ８年 ３月 ７日 用 地対策 連絡 会理 事会 決 定）第 ４２ に

定める 率と する 。  
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附  則  

この損 失補 償基 準細 則 は平成 ８年 ４月 １日 か ら施行 する 。  

 

附  則  

この改 正細 則は 平成 ９ 年１１ 月４ 日か ら施 行 する。  

 

附  則  

この改 正細 則は 平成 １ ３年３ 月３ ０日 から 施 行する 。  

 

附  則  

この改 正細 則は 平成 １ ４年５ 月１ 日か ら施 行 する。  

 

附  則  

この改 正細 則は 平成 ２ ９年９ 月２ ９ 日 から 施 行する 。  


